
お子さんや お子さんのいるご家族が新型コロナウイルスに感染したら
…相談体制図

※基礎疾患のあるお子さんは、
あらかじめ感染対策個別支援
計画を立てておきましょう。

基礎疾患のないお子さん
基礎疾患があるお子さん

もしくは乳児

お住まいの地域の

保健所に相談

地域の病院（診療所・クリニックではない）に

主治医・かかりつけの医師がいる方

もしくは訪問看護ステーションを利用している方

主治医・かかりつけ医のいる病院と

保健所に相談

主治医・かかりつけ医が

地域にいない・わからない方

地域の基幹病院

保健所、主治医からの入院相談に対応、場合によっては県立こども

病院、信大病院と相談の上、入院先と搬送方法を決定します

本人の症状、家族の状態を

考慮して入院先を検討します 本人の症状と家族の状態に応じて

主治医が保健所と入院先を検討します


